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(57)【要約】
【課題】強化繊維基材を賦形して形成されたプリフォー
ムの形体安定性を確保するために必要なバインダー機能
と、プリフォームから製造される繊維強化複合材料の靭
性強化機能とを有するバインダーの使用量を、粉末のバ
インダーを使用した場合に比べて減らす。
【解決手段】繊維強化複合材料の強化材となるプリフォ
ーム１７は、繊維束の表面が、主鎖にエポキシ樹脂骨格
を有しかつ側鎖にヒドロキシ基、エステル基およびアミ
ド基から選択される少なくとも１の基を備えた熱可塑性
の樹脂組成物により膜状に被覆されている強化繊維基材
１１からなる。前記樹脂組成物は５０％以上がフェノキ
シ樹脂からなる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　繊維束よりなり、前記繊維束の表面が、主鎖にエポキシ樹脂骨格を有しかつ側鎖にヒド
ロキシ基、エステル基およびアミド基から選択される少なくとも１の基を備えた熱可塑性
の樹脂組成物により被覆されていることを特徴とする強化繊維基材。
【請求項２】
　前記エポキシ樹脂骨格はビスフェノール型エポキシ樹脂骨格であり、前記樹脂組成物は
５０％以上がフェノキシ樹脂からなる請求項１に記載の強化繊維基材。
【請求項３】
　前記繊維束はシート状に形成されている請求項１又は請求項２に記載の強化繊維基材。
【請求項４】
　前記繊維束は織物状に形成されている請求項１～３のいずれか１項に記載の強化繊維基
材。
【請求項５】
　請求項１～請求項４のいずれか１項に記載の強化繊維基材からなるプリフォーム。
【請求項６】
　前記強化繊維基材は積層された状態で賦形されている請求項５に記載のプリフォーム。
【請求項７】
　請求項５又は請求項６に記載のプリフォームを強化材とし、マトリックス樹脂を前記樹
脂組成物と架橋反応する熱硬化性樹脂とした繊維強化複合材料。
【請求項８】
　前記熱硬化性樹脂はエポキシ樹脂である請求項７に記載の繊維強化複合材料。
【請求項９】
　繊維束よりなる強化繊維基材に、主鎖に（化１）で示すビスフェノール型エポキシ樹脂
骨格を有しかつ側鎖にヒドロキシ基、エステル基およびアミド基から選択される少なくと
も１の基を備えた熱可塑性の樹脂組成物のエマルジョンを付着した後、前記エマルジョン
が付着した前記強化繊維基材を乾燥させることを特徴とする強化繊維基材の製造方法。
【化１】

【請求項１０】
　前記付着とは、前記強化繊維基材を前記エマルジョンに浸漬する、又は前記強化繊維基
材に前記エマルジョンを塗布することである請求項９に記載の強化繊維基材の製造方法。
【請求項１１】
　請求項９に記載の強化繊維基材の製造方法により製造されたシート状の強化繊維基材を
積層した状態で賦形してプリフォームを製造するプリフォーム製造工程と、
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　前記プリフォーム製造工程で製造された前記プリフォームに前記樹脂組成物と架橋反応
する熱硬化性樹脂を含浸硬化させる樹脂含浸硬化工程とを備えていることを特徴とする繊
維強化複合材料の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、強化繊維基材、プリフォーム、繊維強化複合材料及び強化繊維基材の製造方
法並びに繊維強化複合材料の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　軽量、高強度の材料として繊維強化複合材料が使用されている。繊維強化複合材料は、
強化繊維が樹脂や金属等のマトリックス中に複合化されることにより、マトリックス自体
に比べて力学的特性（機械的特性）が向上するため、構造部品として好ましい。特にマト
リックスとして樹脂を使用した場合はより軽量化が図れるため好ましい。そして、特に高
性能が要求される用途では、連続した強化繊維を用いた繊維強化複合材料が用いられ、強
化繊維としては炭素繊維が、マトリックス樹脂としては熱硬化性樹脂、なかでもエポキシ
樹脂が多く用いられている。
【０００３】
　繊維強化複合材料の製造方法としては、シート状の強化繊維基材に樹脂を含浸させたプ
リプレグを複数枚積層して得た積層体を、成形型で加熱、加圧する方法や、型内に配置し
た強化繊維基材に液状の熱硬化性樹脂組成物を注入し、加熱硬化して繊維強化複合材料を
得るレジン・トランスファー・モールディング法（ＲＴＭ法）がある。
【０００４】
　ＲＴＭ法で繊維強化複合材料を製造する場合、強化繊維基材を所望の製品と近い形状に
加工したプリフォームを予め作製し、このプリフォームを型内に配置して液状熱硬化性樹
脂を注入することが多い。
【０００５】
　熱硬化性樹脂は、一般的に熱可塑性樹脂に対して靭性が劣る。熱硬化性樹脂を用いた繊
維強化複合材料は、耐衝撃性をいかにして高めるかという課題をもつ。従来、熱硬化性樹
脂、特にエポキシ樹脂を用いるＲＴＭ法に適した高靭性化機能とプリフォーム作製用のバ
インダー機能とを有する樹脂組成物を付与、含有させたシート状の強化繊維基材を用いて
作製したプリフォームが提案されている（特許文献１参照）。バインダー組成物は、１分
子内にアルコール性水酸基またはアミド結合を２つ以上有する熱可塑性樹脂と、エポキシ
樹脂から成り、自己硬化性がない。また、バインダー組成物の形態としては、通孔を設け
たフィルム、テープ、長繊維、短繊維、紡績糸、織物、ニット、不織布、網状体、粒子等
を採用することができるとしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－４３６２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１のバインダー組成物は、種々の形態で採用することができるが、強化繊維の
表面を被覆するように均一に存在する状態で付与、付着させることはできない。そのため
、シート状の強化繊維基材を賦形して形成されたプリフォームの形体安定性を確保するた
めに必要なバインダー機能を有する樹脂組成物の使用量が多くなるという問題がある。
【０００８】
　本発明は、前記の問題に鑑みてなされたものであって、その目的は、プリフォームの形
体安定性の確保に必要なバインダー機能と、プリフォームから製造される繊維強化複合材
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料の靭性強化機能とを有するバインダーの使用量を、粉末のバインダーを使用した場合に
比べて減らすことができる強化繊維基材、プリフォーム及び繊維強化複合材料を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記の目的を達成するため、請求項１に記載の発明は、繊維束よりなり、前記繊維束の
表面が、主鎖にエポキシ樹脂骨格を有しかつ側鎖にヒドロキシ基、エステル基およびアミ
ド基から選択される少なくとも１の基を備えた熱可塑性の樹脂組成物により被覆されてい
る。ここで、「強化繊維基材」とは、賦形することによりプリフォームを形成することが
できる織物のようなシート状の強化繊維基材に限らず、シート状の強化繊維基材の材料と
なる糸条（繊維束や糸）をも意味する。
【００１０】
　この発明の強化繊維基材は、繊維束の表面に被覆されている樹脂組成物が、主鎖にエポ
キシ樹脂骨格を有しかつ側鎖にヒドロキシ基、エステル基およびアミド基から選択される
少なくとも１の基を備えた熱可塑性の樹脂組成物であるため、その樹脂組成物がシート状
の強化繊維基材からプリフォームを形成する際のバインダーとして機能する。樹脂組成物
はプリフォームを形成する際に、強化繊維基材が加熱、加圧された場合、樹脂組成物が三
次元架橋を起こさず、プリフォームを所望の製品と近い形状に加工し易い。樹脂組成物は
、側鎖にヒドロキシ基、エステル基およびアミド基から選択される少なくとも１の基を備
えているため、強化繊維の配向のズレ防止、強化繊維基材同士の仮接着の機能が良好にな
る。また、シート状の強化繊維基材を賦形して作製されたプリフォームの形体安定性の確
保に必要なバインダーの使用量を、粉末のバインダーを使用した場合に比べて減らすこと
ができる。また、バインダーとして機能した熱可塑性エポキシ樹脂骨格を有する樹脂組成
物は、プリフォームに熱硬化性樹脂を含浸硬化させる際に熱硬化性樹脂と架橋反応するた
め、バインダーが熱硬化性樹脂と架橋反応しない場合に比べて、製造された繊維強化複合
材料の靭性が強化され、耐衝撃性、特に衝撃後圧縮強度が向上する。
【００１１】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記エポキシ樹脂骨格はビ
スフェノール型エポキシ樹脂骨格であり、前記樹脂組成物は５０％以上がフェノキシ樹脂
からなる。この発明では、熱可塑性エポキシ樹脂骨格を有し、かつ繊維との付着性（親和
性）を有するヒドロキシ基を側鎖に備えた樹脂組成物を入手し易い。
【００１２】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は請求項２に記載の発明において、前記繊維束は
シート状に形成されている。ここで、「シート状」とは、複数の糸条（繊維束や糸）が配
列されて製造された強化繊維基材が、一枚の面状の部材として取り扱うことができる状態
を意味する。この発明では、強化繊維基材からプリフォームを製造する際に、強化繊維基
材を搬送したりプリフォームの賦形型内に収容したりする際の取り扱いが容易になる。
【００１３】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～３のいずれか１項に記載の発明において、前記繊
維束は織物状に形成されている。ここで、「織物」とは平織物や綾織物のように互いに交
差するように配列された糸条の配列ピッチが同じものに限らず、すだれ織物のように経糸
の配列ピッチに比べて緯糸の配列ピッチが極端に大きな織物も含む。この発明では、織物
以外のシート状の強化繊維基材に比べて、強化繊維基材の製造や強化繊維基材からプリフ
ォームを製造する際の取り扱いが容易になる。
【００１４】
　請求項５に記載の発明は、請求項１～請求項４のいずれか１項に記載の強化繊維基材か
らなるプリフォームである。この発明のプリフォームは形体安定性の確保に必要なバイン
ダー機能と、プリフォームから製造される繊維強化複合材料の靭性強化機能とを有するバ
インダーの使用量を、粉末のバインダーを使用した場合に比べて減らすことができる。
【００１５】
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　請求項６に記載の発明は、請求項５に記載の発明において、前記強化繊維基材は積層さ
れた状態で賦形されている。この発明では、プリフォームを必要な厚さを有する１枚の強
化繊維基材を賦形して製造する場合に比べて、強化繊維基材を容易に製造することができ
る。
【００１６】
　請求項７に記載の発明は、請求項５又は請求項６に記載のプリフォームを強化材とし、
マトリックス樹脂を前記樹脂組成物と架橋反応する熱硬化性樹脂とした繊維強化複合材料
である。この発明の繊維強化複合材料は、繊維強化複合材料を製造する際に、マトリック
ス樹脂となる熱硬化性樹脂がプリフォームに被覆されている樹脂組成物と架橋反応するこ
とにより、得られる繊維強化複合材料の靭性が強化され、耐衝撃性、特に衝撃後圧縮強度
が向上する。
【００１７】
　請求項８に記載の発明は、請求項７に記載の発明において、前記熱硬化性樹脂はエポキ
シ樹脂である。この発明の繊維強化複合材料はマトリックス樹脂として他の熱硬化性樹脂
を使用したものに比べて、強化繊維として炭素繊維を使用した場合に、目標とする機械物
性や耐熱性を満たす繊維強化複合材料を容易に得ることができる。
【００１８】
　請求項９に記載の発明は、繊維束よりなる強化繊維基材に、主鎖に次式（化１）で示す
ビスフェノール型エポキシ樹脂骨格を有しかつ側鎖にヒドロキシ基、エステル基およびア
ミド基から選択される少なくとも１の基を備えた熱可塑性の樹脂組成物のエマルジョンを
付着した後、前記エマルジョンが付着した前記強化繊維基材を乾燥させることを特徴とす
る強化繊維基材の製造方法である。
【００１９】
【化１】

　この発明では、強化繊維基材の表面に、バインダーの機能と、プリフォームから製造さ
れる繊維強化複合材料の靭性強化機能とを有する樹脂組成物の被膜を容易に形成すること
ができる。
【００２０】
　請求項１０に記載の発明は、請求項９に記載の発明において、前記付着とは、前記強化
繊維基材を前記エマルジョンに浸漬する、又は前記強化繊維基材に前記エマルジョンを塗
布することである。いずれの場合も強化繊維基材の表面に前述の樹脂組成物の被膜を容易
に形成することができる。
【００２１】
　請求項１１に記載の発明の繊維強化複合材料の製造方法は、請求項９に記載の強化繊維
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基材の製造方法により製造されたシート状の強化繊維基材を積層した状態で賦形してプリ
フォームを製造するプリフォーム製造工程と、前記プリフォーム製造工程で製造された前
記プリフォームに前記樹脂組成物と架橋反応する熱硬化性樹脂を含浸硬化させる樹脂含浸
硬化工程とを備えている。
【００２２】
　この発明の繊維強化複合材料の製造方法では、プリフォーム製造工程で使用されるシー
ト状の強化繊維基材の表面には、主鎖に前述のビスフェノール型エポキシ樹脂骨格を有し
かつ側鎖にヒドロキシ基、エステル基およびアミド基から選択される少なくとも１の基を
備えた熱可塑性の樹脂組成物の被膜が形成されている。そのため、強化繊維基材を積層し
た状態で賦形ため、強化繊維基材が加熱、加圧された場合、バインダーとして機能する樹
脂組成物が三次元架橋を起こさずプリフォームを所望の製品と近い形状に加工し易い。樹
脂組成物は、側鎖にヒドロキシ基、エステル基およびアミド基から選択される少なくとも
１の基を備えているため、強化繊維の配向のズレ防止、強化繊維基材同士の仮接着の機能
が良好になる。また、プリフォーム製造工程でバインダーとして機能した熱可塑性エポキ
シ樹脂骨格を有する樹脂組成物は、プリフォームに熱硬化性樹脂を含浸硬化させる際に熱
硬化性樹脂と架橋反応するため、製造される繊維強化複合材料の靭性が強化される。した
がって、シート状の強化繊維基材を賦形して形成されたプリフォームの形体安定性の確保
に必要なバインダー機能と、プリフォームから製造される繊維強化複合材料の靭性強化機
能とを有するバインダーの使用量を、粉末のバインダーを使用した場合に比べて減らすこ
とができる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、強化繊維基材を賦形して形成されたプリフォームの形体安定性の確保
に必要なバインダー機能と、プリフォームから製造される繊維強化複合材料の靭性強化機
能とを有するバインダーの使用量を、粉末のバインダーを使用した場合に比べて減らすこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】（ａ）は第１の実施形態の繊維強化複合材料の製造方法におけるプリフォーム製
造までの模式図、（ｂ）はすだれ織物の概略図、（ｃ）はバインダー樹脂組成物が被膜状
に形成された強化繊維基材の模式図。
【図２】強化繊維基材としての織物に粉末のバインダーを付与する場合の模式図。
【図３】（ａ）はバインダー樹脂組成物が被膜状に形成された積層強化繊維基材の模式図
、（ｂ）は粉末のバインダーが付与された積層強化繊維基材の模式図。
【図４】（ａ）は第２の実施形態の繊維強化複合材料の製造方法における強化繊維基材製
造までの模式図、（ｂ）はサイジング処理後の糸条の模式図。
【図５】別の実施形態における強化繊維基材に対するバインダーの付与工程を示す模式図
。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　（第１の実施形態）
　以下、本発明を強化繊維として炭素繊維を使用した繊維強化複合材料の製造方法に具体
化した第１の実施形態を図１～図３にしたがって説明する。
【００２６】
　繊維強化複合材料の製造方法は、強化繊維基材製造工程と、プリフォーム製造工程と、
樹脂含浸硬化工程とを備えている。
　強化繊維基材製造工程では、繊維束よりなる強化繊維基材に、主鎖に（化１）で示すビ
スフェノール型エポキシ樹脂骨格を有しかつ側鎖にヒドロキシ基、エステル基およびアミ
ド基から選択される少なくとも１の基を備えた熱可塑性の樹脂組成物のエマルジョンを付
着した後、前記エマルジョンが付着した強化繊維基材を乾燥させる。この実施形態では樹
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脂組成物は５０％以上がヒドロキシ基を備えたフェノキシ樹脂からなる。
【００２７】
【化１】

　この実施形態では、繊維束よりなる強化繊維基材として、複数の糸条（繊維束や糸）が
配列されて製造されるとともに、一枚の面状の部材として取り扱うことができる状態のシ
ート状の強化繊維基材が使用されている。
【００２８】
　図１（ａ）に示すように、シート状の強化繊維基材１１を樹脂組成物のエマルジョン１
２が収容されたバス１３の中へくぐらせた後、乾燥させてシート状の強化繊維基材１１の
表面に樹脂組成物を膜状に形成する。エマルジョンは水系のエマルジョンである。エマル
ジョンは、不揮発分が５～５０％のものが使い易く、中でも１５～２０％だとなおよい。
コーティング量は織物に１～１００ｇ／ｍ２程度となるようにする。エマルジョン処理さ
れた強化繊維基材１１の乾燥は１～２００℃程度までの温度範囲の中で樹脂組成物が乾燥
する温度で行う。乾燥の時間は１～２時間程度でよい。
【００２９】
　この実施形態ではシート状の強化繊維基材１１として織物が使用されている。織物とし
ては平織物や綾織物のように互いに交差するように配列された糸条の配列ピッチが同じも
のではなく、図１（ｂ）に示されるすだれ織物のように経糸１４の配列ピッチに比べて緯
糸１５の配列ピッチが極端に大きな織物が使用されている。緯糸１５は経糸１４に比べて
細い糸条が使用されるのが好ましい。強化繊維基材１１として用いられるすだれ織物の緯
糸１５は、すだれ織物が繊維強化複合材料の強化材を構成する状態で強化繊維の機能をほ
とんど果たさず、経糸１４が強化繊維の機能を果たし、すだれ織物は一方向材として機能
する。エマルジョン処理されたシート状の強化繊維基材１１は、図１（ｃ）に示すように
、織物を構成する糸条である経糸１４及び緯糸１５の表面にバインダー機能を有する樹脂
組成物の被膜１６が形成された状態になる。糸条として使用される炭素繊維束は、細い繊
維が数百～数万本束ねられて１本の繊維束が構成されており、要求性能に適した繊維の本
数の繊維束が使用される。
【００３０】
　なお、図１（ｃ）では緯糸１５の図示を省略している。被膜１６は、強化繊維基材１１
の表面にコーティングされた樹脂組成物のエマルジョンが乾燥されて形成されるため、厚
さが均一に形成される。　
【００３１】
　プリフォーム製造工程では、強化繊維基材製造工程で製造された強化繊維基材１１が積
層された状態で賦形されてプリフォーム１７が形成される。図１（ａ）に示すように、強
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化繊維基材１１は経糸１４の配列方向が互いに直交する方向となるように配置される強化
繊維基材１１と、その配列方向に対して±４５度の角度を成すように配置される強化繊維
基材１１とが存在するように積層されて、全体で４軸配向となる強化繊維基材１１が賦形
されて所望の形状のプリフォーム１７が形成される。具体的には、所望枚数の強化繊維基
材１１が積層された状態で賦形型内に配置され、賦形型により加圧・加熱されて目的の形
状に賦形されてプリフォーム１７が形成される。なお、図１（ａ）においては緯糸１５の
図示を省略している。
【００３２】
　賦形の際の加熱温度は、バインダー樹脂が溶融する温度に設定され、加熱により樹脂が
溶融することで、織物を構成する糸条としての経糸１４及び緯糸１５の接点及び接触面が
拘束された状態になる。経糸１４及び緯糸１５の接点あるいは接触面での拘束により、強
化繊維基材１１の層間が接着される。また、樹脂組成物は、側鎖にヒドロキシ基、エステ
ル基およびアミド基から選択される少なくとも１の基を備えているため、強化繊維の配向
のズレ防止、強化繊維基材同士の仮接着の機能が良好になる。そして、強化繊維基材１１
層内の経糸１４及び緯糸１５も任意の形状で拘束されるため、形状保持性及び繊維束のほ
つれ防止性が付与された状態に賦形されたプリフォーム１７が得られる。
【００３３】
　シート状の強化繊維基材１１からプリフォーム１７を製造する場合、例えば、従来技術
のように粉末のバインダーを使用する場合は、図２に示すように、粉末のバインダー１８
をシート状の強化繊維基材１１に振りかけた後、その強化繊維基材１１を積層して賦形を
行う。
【００３４】
　バインダー機能を有する被膜１６が形成された強化繊維基材１１を用いて製造されたプ
リフォーム１７と、粉末のバインダー１８が付与された強化繊維基材１１を用いて製造さ
れたプリフォーム１７との比較を図３（ａ），（ｂ）に示す。なお、図３（ａ），（ｂ）
では、両者の違いを分かり易くするため、３層に積層された強化繊維基材１１を構成する
経糸１４が一方向（図３（ａ），（ｂ）の紙面と直交する方向）に配列された状態で、か
つ緯糸１５を省略した状態で示している。
【００３５】
　図３（ａ）に示すように、経糸１４及び緯糸の交差部や隣り合う部分の間には被膜１６
（バインダー）が存在する。一方、粉末のバインダー１８が付与された強化繊維基材１１
を用いて製造されたプリフォーム１７では、図３（ｂ）に示すように、経糸１４及び緯糸
の交差部や隣り合う部分の間にはバインダー１８が存在しない箇所があり、経糸１４及び
緯糸の拘束は点となり、バインダー１８の固着していない経糸１４及び緯糸の表面では拘
束点が発生しない。そのため、プリフォーム１７の形体安定性を確保するためには、経糸
１４及び緯糸の間に点在するバインダー１８の各部の力は、経糸１４及び緯糸の間にバイ
ンダーが被膜１６として存在する場合に比べて大きくなければならない。その結果、粉末
のバインダー１８が付与された強化繊維基材１１を用いて製造されたプリフォーム１７で
はバインダー１８の使用量が、バインダー機能を有する被膜１６が形成された強化繊維基
材１１を用いて製造されたプリフォーム１７に比べて増える。
【００３６】
　プリフォーム１７の形体を保持するためのバインダーの量が多いと、プリフォーム１７
に含浸、硬化されるマトリックス樹脂の硬化や物性に悪影響を与える虞がある。しかし、
エマルジョンでバインダー機能を有する被膜１６を形成する場合は、賦形性との兼ね合い
を判断しながらバインダー量を減らすことが、粉末のバインダー１８を付与する場合に比
べて容易になる。また、バインダーの使用量が減ると、マトリックス樹脂が含浸するとき
に樹脂の流れを阻害し難くなる。
【００３７】
　樹脂含浸硬化工程では、プリフォーム製造工程において製造されたプリフォーム１７に
液状の熱硬化性樹脂が含浸硬化されて繊維強化複合材料が形成される。樹脂の含浸硬化は
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、例えば、ＲＴＭ法で行われる。繊維強化複合材料のマトリックス樹脂としては、強化繊
維基材１１の表面に形成された被膜１６を構成する樹脂組成物と架橋反応する熱硬化性樹
脂が使用され、この実施形態ではエポキシ樹脂が使用される。バインダーとして機能した
熱可塑性エポキシ樹脂骨格を有する樹脂組成物は、プリフォームに熱硬化性樹脂を含浸硬
化させる際に熱硬化性樹脂と架橋反応するため、得られた繊維強化複合材料の靭性が強化
され、耐衝撃性、特に衝撃後圧縮強度が向上する。
【００３８】
　＜実施例＞
　５０％以上がフェノキシ樹脂からなる樹脂組成物１００ｇを水１００ｇで希釈してエマ
ルジョンを調整した。炭素繊維束からなる織物に、このエマルジョンを含浸、乾燥させて
、表面に被膜が形成されたシート状の強化繊維基材を作製した。この実施例試料の強化繊
維基材に対する樹脂組成物の付着量は約５ｇ／ｍ２であった。この強化繊維基材を複数枚
、プリフォームの賦形型内に積層した状態で配置した後、賦形型内を真空にして、温度１
５０℃で加熱加圧して目的の形状に賦形されたプリフォームを得た。
【００３９】
　比較のため、炭素繊維束からなる織物に、粉末のバインダーを同じ量付着させた強化繊
維基材を作製して比較試料とした。実施例試料及び比較試料に熱硬化性のエポキシ樹脂を
含浸、硬化させて繊維強化複合材料を作製した。実施例試料及び比較試料から得られた繊
維強化複合材料の衝撃後圧縮強度を測定した結果、実施例試料の値は比較試料の値に比べ
て高い値であった。
【００４０】
　この実施形態によれば、以下に示す効果を得ることができる。
　（１）強化繊維基材１１は、繊維束よりなるとともにシート状に形成されており、かつ
繊維束の表面が、主鎖にエポキシ樹脂骨格を有しかつ側鎖にヒドロキシ基、エステル基お
よびアミド基から選択される少なくとも１の基を備えた熱可塑性の樹脂組成物により被覆
されている。したがって、樹脂組成物がシート状の強化繊維基材１１からプリフォーム１
７を形成する際のバインダーとして良好に機能するとともに、プリフォーム１７に熱硬化
性樹脂を含浸硬化させて製造された繊維強化複合材料の靭性が強化され、耐衝撃性、特に
衝撃後圧縮強度が向上する。また、強化繊維基材１１を賦形して形成されたプリフォーム
１７の形体安定性を確保するために必要なバインダー機能と、プリフォーム１７から製造
される繊維強化複合材料の靭性強化機能とを有するバインダーの使用量を、粉末のバイン
ダーを使用した場合に比べて減らすことができる。
【００４１】
　（２）強化繊維基材１１に被覆された樹脂組成物のエポキシ樹脂骨格はビスフェノール
型エポキシ樹脂骨格であり、樹脂組成物は５０％以上がフェノキシ樹脂からなる。したが
って、熱可塑性エポキシ樹脂骨格を有し、かつ繊維との付着性を有するヒドロキシ基を側
鎖に備えた樹脂組成物を入手し易い。
【００４２】
　（３）強化繊維基材１１は繊維束によりシート状に形成されている。したがって、強化
繊維基材１１からプリフォーム１７を製造する際に、強化繊維基材１１を搬送したりプリ
フォーム１７の賦形型内に収容したりする際の取り扱いが容易になる。
【００４３】
　（４）強化繊維基材１１は繊維束により織物状に形成されている。したがって、織物以
外のシート状の強化繊維基材１１に比べて、強化繊維基材１１の製造や強化繊維基材１１
からプリフォーム１７を製造する際の取り扱いが容易になる。
【００４４】
　（５）強化繊維基材１１の織物としてすだれ織物が採用されている。したがって、強化
繊維基材１１は実質的に一方向性シートとして機能する。そのため、平織物や綾織物に比
べて、強化繊維（糸条）同士が交差部において屈曲する割合が少なくなり、最終的に得ら
れる繊維強化複合材料の物性が向上する。
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【００４５】
　（６）プリフォーム１７は、前述した樹脂組成物が膜状に被覆された強化繊維基材１１
からなる。したがって、プリフォーム１７は形体安定性を確保するために必要なバインダ
ー機能と、プリフォーム１７から製造される繊維強化複合材料の靭性強化機能とを有する
バインダーの使用量を、粉末のバインダーを使用した場合に比べて減らすことができる。
【００４６】
　（７）プリフォーム１７は、強化繊維基材１１が積層された状態で賦形されている。し
たがって、プリフォーム１７を必要な厚さを有する１枚の強化繊維基材１１を賦形して製
造する場合に比べて、強化繊維基材１１を容易に製造することができる。
【００４７】
　（８）繊維強化複合材料は、前述した強化繊維基材１１からなるプリフォーム１７を強
化材とし、マトリックス樹脂を前述した樹脂組成物と架橋反応する熱硬化性樹脂としてい
る。したがって、繊維強化複合材料は、繊維強化複合材料を製造する際に、マトリックス
樹脂となる熱硬化性樹脂がプリフォーム１７に被覆されている樹脂組成物と架橋反応する
ことにより、得られる繊維強化複合材料の靭性が強化され、耐衝撃性、特に衝撃後圧縮強
度が向上する。
【００４８】
　（９）マトリックス樹脂となる熱硬化性樹脂はエポキシ樹脂である。したがって、マト
リックス樹脂として他の熱硬化性樹脂を使用したものに比べて、強化繊維として炭素繊維
を使用した場合に、目標とする機械物性や耐熱性を満たす繊維強化複合材料を容易に得る
ことができる。
【００４９】
　（１０）強化繊維基材１１の製造方法は、強化繊維基材１１に、主鎖に（化１）で示す
ビスフェノール型エポキシ樹脂骨格を有しかつ側鎖にヒドロキシ基、エステル基およびア
ミド基から選択される少なくとも１の基を備えた熱可塑性の樹脂組成物のエマルジョンを
付着した後、エマルジョンが付着した強化繊維基材１１を乾燥させる。したがって、強化
繊維基材１１の表面に、バインダーの機能と、プリフォーム１７から製造される繊維強化
複合材料の靭性強化機能とを有する樹脂組成物の被膜１６を容易に形成することができる
。
【００５０】
　（１１）強化繊維基材１１の表面にエマルジョンを付着させる方法として強化繊維基材
１１をエマルジョンに浸漬する方法を採用している。したがって、刷毛による塗布や噴霧
などに比べて被膜１６が均一の厚さに形成され易い。
【００５１】
　（１２）繊維強化複合材料の製造方法は、前述した強化繊維基材の製造方法により製造
されたシート状の強化繊維基材１１を積層した状態で賦形してプリフォーム１７を製造す
るプリフォーム製造工程と、プリフォーム製造工程で製造されたプリフォーム１７に前述
の樹脂組成物と架橋反応する熱硬化性樹脂を含浸硬化させる樹脂含浸硬化工程とを備えて
いる。したがって、前述した強化繊維基材製造工程の利点と、プリフォーム製造工程の利
点とを有する。また、シート状の強化繊維基材１１を賦形して形成されたプリフォーム１
７の形体安定性を確保するために必要なバインダー機能と、プリフォーム１７から製造さ
れる繊維強化複合材料の靭性強化機能とを有するバインダーの使用量を、粉末のバインダ
ーを使用した場合に比べて減らすことができる。
【００５２】
　（第２の実施形態）
　次に第２の実施形態を図４にしたがって説明する。この実施形態では、シート状の強化
繊維基材の状態で強化繊維基材を形成する繊維束の表面に、前述の樹脂組成物よりなる被
膜１６を形成するための処理を行うのではなく、糸条の状態で前述の樹脂組成物よりなる
被膜１６を形成するための処理を行う点が前記第１の実施形態と異なっている。第１の実
施形態と同一部分は同一符号を付して詳しい説明を省略する。
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【００５３】
　繊維強化複合材料の製造方法は、糸条のサイジング処理工程と、強化繊維基材製造工程
と、プリフォーム製造工程と、樹脂含浸硬化工程とを備えている。
　サイジング処理工程では、サイジング処理前の糸条としての炭素繊維束を、収束剤（サ
イジング剤）及びバインダーの機能を兼ね備えた樹脂組成物のエマルジョンで処理、乾燥
する。そして、この収束剤及びバインダーの機能を兼ね備えた樹脂組成物のエマルジョン
は、前記第１の実施形態で使用されたものと同じ樹脂組成物のエマルジョンが使用される
。即ち、主鎖にエポキシ樹脂骨格を有しかつ側鎖にヒドロキシ基、エステル基およびアミ
ド基から選択される少なくとも１の基を備えた熱可塑性の樹脂組成物として５０％以上が
フェノキシ樹脂からなる樹脂組成物のエマルジョンは、収束剤としての機能も有する。
【００５４】
　図４（ａ）に示すように、樹脂含浸槽２０と、糸条２１を樹脂含浸槽２０内のエマルジ
ョン１２に漬かる状態で案内するガイドローラ２２ａ，２２ｂとを備えている樹脂含浸装
置２３を用いて、サイジング処理前の糸条２１に収束剤及びバインダーの機能を兼ね備え
た樹脂組成物のエマルジョン１２を含浸させる。エマルジョン１２が含浸された糸条２１
は図示しない引出し装置で引き出され、図示しない乾燥装置を経てボビン２４に巻き取ら
れる。サイジング処理前の糸条２１が、収束剤及びバインダーの機能を兼ね備えた樹脂組
成物のエマルジョン１２で処理、乾燥されることにより、図４（ｂ）に示すように、強化
繊維基材の原料（材料）となる糸条２１は、表面にバインダー機能を有する被膜１６が形
成されたものとなる。被膜１６は、糸条２１にコーティングされた樹脂組成物のエマルジ
ョンが乾燥されて形成されるため、厚さが均一に形成される。
【００５５】
　収束剤兼バインダーエマルジョンは、不揮発分が５～５０％のものが使い易く、中でも
１５～２０％だとなおよい。コーティング量は織物に１～１００ｇ／ｍ２程度となるよう
にするため、糸条２１に対するコーティング量は０．５～３０ｗｔ％とする。エマルジョ
ン処理された糸条２１の乾燥は１～２００℃程度までの温度範囲の中でバインダーが乾燥
する温度で行う。乾燥の時間は１～２時間程度でよい。糸条２１は互いに固着されない状
態でボビン２４に巻き取られた後、最終状態まで乾燥される。
【００５６】
　強化繊維基材製造工程では、サイジング処理工程で得られたサイジング処理後の糸条２
１でシート状の強化繊維基材１１を製造する。シート状の強化繊維基材１１として、例え
ば、すだれ織物が製造される。なお、図４（ａ）ではすだれ織物の緯糸の図示を省略して
いる。製造されたシート状の強化繊維基材１１としてのすだれ織物は、繊維束の表面が、
前述の樹脂組成物により膜状に被覆されている。その後、このシート状の強化繊維基材１
１を使用して、前記第１の実施形態と同様にプリフォーム製造工程及び樹脂含浸硬化工程
が実施される。
【００５７】
　＜実施例＞
　収束剤兼バインダーエマルジョンとして、第１の実施形態の実施例で調整したものと同
様のエマルジョンを調整した。但し、樹脂組成物の濃度が約１７ｗｔ％のエマルジョンを
調整し、炭素繊維束にこのエマルジョンを含浸、乾燥させて、表面に被膜が形成された炭
素繊維束を得た。この炭素繊維束に対する樹脂組成物の付着量は約１．６ｗｔ％であった
。この炭素繊維束でシート状の強化繊維基材（織物）を作製した。織物の作成は良好に行
われ、樹脂組成物が収束剤としての役割を果たすことが確認された。作製された織物を構
成する炭素繊維束の表面には被膜が剥がれずに残っていた。この実施例試料の強化繊維基
材に対する樹脂組成物の付着量は約５ｇ／ｍ２であった。この強化繊維基材を複数枚、プ
リフォームの賦形型内に積層した状態で配置した後、賦形型内を真空にして、温度１５０
℃で加熱加圧して目的の形状に賦形されたプリフォームを得た。
【００５８】
　比較のため、炭素繊維束からなる織物に、粉末のバインダーを同じ量付着させた強化繊
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維基材を作製して比較試料とした。実施例試料及び比較試料に熱硬化性のエポキシ樹脂を
含浸、硬化させて繊維強化複合材料を作製した。実施例試料及び比較試料から得られた繊
維強化複合材料の衝撃後圧縮強度を測定した結果、実施例試料の値は比較試料の値に比べ
て高い値であった。
【００５９】
　この第２の実施形態によれば、第１の実施形態の（１）～（９）及び（１２）と同様な
効果に加えて以下の効果を得ることができる。
　（１３）糸条２１は、収束剤及びバインダーの機能を兼ね備えた樹脂組成物の被膜１６
が表面に形成されている。したがって、この糸条２１を使用して製織等によりシート状の
強化繊維基材１１を作製すれば、シート状の強化繊維基材１１に対してバインダーを付着
させる処理を行う必要がない。
【００６０】
　（１４）樹脂組成物の被膜１６は、サイジング処理前の糸条２１を、前記樹脂組成物の
エマルジョンで処理、乾燥させることにより形成されたものである。したがって、収束剤
及びバインダーの機能を兼ね備えた樹脂組成物の被膜１６を糸条２１の表面に形成する場
合、通常のサイジング処理と同じ方法で形成することができる。
【００６１】
　実施形態は前記に限定されるものではなく、例えば、次のように具体化してもよい。
　○　シート状の強化繊維基材１１に対する樹脂組成物のエマルジョンの付着は、強化繊
維基材１１をエマルジョンに浸漬する方法に限らない。例えば、図５に示すように、シー
ト状の強化繊維基材１１に対して刷毛１９等を用いて塗布してコーティングする方法を採
用してもよい。この場合も、得られた強化繊維基材１１は、前記実施形態の強化繊維基材
１１と同様に、強化繊維基材１１の表面全体に被膜１６が形成された状態になる。
【００６２】
　○　強化繊維基材１１を積層してプリフォーム１７を製造する場合、複数積層された強
化繊維基材１１全体としての繊維配列は４軸配向となる構成に限らない。例えば、互いに
直交する２軸配向や配列角度が０度又は９０度の繊維束と、その繊維束に対して斜めに配
列されるバイアス繊維束との組み合わせによる３軸配向となる構成にしてもよい。
【００６３】
　○　強化繊維基材１１として実質的に一方向材として機能するすだれ織物のみ積層する
代わりに、すだれ織物と平織物、すだれ織物と綾織物、平織物と綾織物、平織物のみある
いは綾織物のみを積層するようにしてもよい。
【００６４】
　○　積層する強化繊維基材１１の数が多い場合、隣り合う強化繊維基材１１の経糸１４
の配列方向が異なるように積層せずに、経糸１４の配列方向が同じ強化繊維基材１１が隣
り合う箇所が存在してもよい。
【００６５】
　○　織物以外のシート状の強化繊維基材１１として、配列角度０度の繊維束層、配列角
度９０度の繊維束層、配列角度±４５度の繊維束層が積層された積層繊維束層が、積層繊
維束層の厚さ方向に配列された厚さ方向糸により結合されている三次元繊維組織を使用し
てもよい。
【００６６】
　○　繊維強化複合材料のマトリックス樹脂を構成する熱硬化性樹脂はエポキシ樹脂に限
らず、プリフォーム１７に液状の熱硬化性樹脂を含浸硬化させる際に、被膜１６を構成す
る樹脂組成物と架橋反応する熱硬化性樹脂であればよい。例えば、不飽和ポリエステル樹
脂、フェノール樹脂等を使用してもよい。
【００６７】
　○　強化繊維基材１１を構成する繊維は炭素繊維に限らず、繊維強化複合材料に要求さ
れる物性に対応して、アラミド繊維、ポリ－ｐ－フェニレンベンゾビスオキサゾール繊維
、超高分子量ポリエチレン繊維等の高強度の有機繊維等、ガラス繊維やセラミック繊維等
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【００６８】
　○　プリフォーム１７に樹脂を含浸、硬化させて繊維強化複合材料を製造する方法は一
般のＲＴＭ法に限らない。例えば、プリフォーム１７を配置した型のキャビティ内を減圧
し、マトリックス用の樹脂を、減圧されたキャビティ内圧力と外部圧力との差圧を利用し
てキャビティ内に注入し、プリフォーム１７に含浸する真空ＲＴＭ法や、プリフォーム１
７に樹脂を含浸させて圧縮成形するメタルマッチドダイ法を採用してもよい。
【００６９】
　○　主鎖のエポキシ樹脂骨格として、ビスフェノール型エポキシ樹脂骨格のビスフェノ
ールＡに対応する部分をビスフェノールＦに代えた構造としてもよい。
　○　強化繊維基材としての糸条２１の表面が、収束剤及びバインダーの機能を兼ね備え
た樹脂組成物により膜状に被覆された構成、即ち表面に被膜１６が形成された糸条２１を
製造する方法でも、糸条２１を樹脂含浸槽２０内のエマルジョン１２に漬ける代わりに刷
毛でエマルジョンを塗布してもよい。
【００７０】
　○　プリフォームは積層された状態で賦形型に加圧される場合に限らず、１枚ごとに賦
形された後、積層される場合であってもよい。
【符号の説明】
【００７１】
　１１…強化繊維基材、１２…エマルジョン、１７…プリフォーム。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(14) JP 2012-251044 A 2012.12.20

フロントページの続き

Ｆターム(参考) 4F072 AA04  AB04  AB06  AB08  AB09  AB10  AB28  AC05  AD13  AD28 
　　　　 　　        AD38  AG02  AG06  AG16  AH21  AJ22  AK02  AK05 
　　　　 　　  4F205 AA36  AA39  AD16  HA06  HA08  HA09  HA11  HA33  HA37  HA44 
　　　　 　　        HA47  HB01  HC02  HC05  HC17  HF05  HG01  HG04  HK05 
　　　　 　　  4J002 CD051 FA046 GT00 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

